
1．はじめに
私たちリージョナルステート研究委員会は「北海

道の自律と活性化へ向けた提言と技術士の役割の研
究」を目的として、水素・循環システム研究分科会と
地域主権分科会の 2つの分科会で活動しています。
今年度は地域主権分科会において北海道の地域の

現状、特に少子高齢化や人口減少社会を踏まえた、
これからの地域の活性化や自治体行政のあり方につ
いてインフラ行政をベースとした全般的な提言を取
りまとめる予定です。
そこで、取りまとめに向けた勉強会の一つとして、

令和 6 年 7 月 4 日(木)、札幌エルプラザにて表記
を開催しました。参加者は、会場が 10 名、地方部
のオンライン参加が 8名の合計 18名でした。

今回では、「北海道の広域行政について」と題して、
当分科会の会員である高橋一美様(元滝川市役所職
員)より、広域行政について、ご自分で体験された経
験、長きにわたって調査された成果を講演という形
で報告していただきました。より会員相互に広域行
政への理解を深めるとともに、それぞれが思い描い
ている地域経営のあり方について議論を深めること
ができました。今回の勉強会の目的、意義、講演内

容につきまして、その概要を報告させていただきます。

2．講演概要
(1) 広域行政の制度
まず、一般的な概要として広域行政の制度を以下

のように分類しました。
①広域連携の制度
・定住自立圏構想
中心市と近隣市町村が役割分担し、圏域全体と

して生活機能を確保し、定住の受け皿を形成する
ものです。
・連携中枢都市圏
相当規模の中心性を備える圏域で市町村が連携

し、コンパクト化・ネットワーク化により、一定
の圏域人口を有した社会経済を維持するための拠
点を形成するものです。

②事務の共同処理制度
・一部事務組合
市町村等がその事務の一部を共同で処理するた

めに、都道府県等の許可を得て設ける特別地方公
共団体で、共同処理する事務は構成団体の権能か
ら除外され、一部事務組合に引き継がれます。
・広域連合
基本的な制度は一部事務組合と同様ですが、国

等からの権限の委譲や直接請求が認められている
などの点が異なります。
・その他の共同処理制度
その他に地方自治法に規定された共同処理制度

を以下に記載します。
○機関等の共同処理
○協議会
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○事務委託
○事務の代執行
○連携協約

(2) 北海道における広域行政の実例
①定住自立圏、連携中枢都市圏等
北海道において現在、国の制度による連携中枢都

市圏は 2圏域であり、定住自立圏は 13圏域となっ
ています。また、北海道のモデル事業で行われてい
る広域連携加速化事業については、国の制度に合致
しない圏域で設定されています。設定の詳細は
図-1、図-2を参照してください。

②事務の共同化(一部事務組合、広域連合)
事務の共同化の例について以下のように事業別に

道内の事例数を示しています。廃棄物・し尿処理や
消防の実例が多くみられることがわかります。
○一部事務組合
・水道 用水供給事業～ 5団体

水道事業～ 4団体
・下水道 流域下水道～ 3団体
・廃棄物・し尿処理 ～ 34団体
・消防 ～ 35団体
・その他 ～ 29団体

○広域連合
・廃棄物・し尿処理 ～ 7
・消防 ～ 1団体
・その他 ～ 6団体

(3) 広域行政の現状と課題
①一部事務組合と広域連合の課題
・迅速な意思決定が難しい場合がある。
・各構成団体が共同事務に直接関与できない。
・職員の減少等で技術継承が難しい。
・各構成団体によって共同事務に対するスタンス
が異なる場合がある。

②定住自立圏と連携中枢都市圏の課題
・中心市に負担が集中する場合がある。
・医療・福祉・地域公共交通の取組事例が多い。
・特別交付税措置がメリットになっている場合、
実質的な連携が形骸化する場合がある。

・新たな連携事業の運営に対してさらなる財源措
置を求める声もある。

・連携中枢都市圏だけでは東京圏等への人口流出
抑制機能が果たされていない。

・連携中枢都市圏の機能強化により、圏域外の市
町村からの人口流出につながる可能性がある。

(4) 広域行政の先進事例
全国の広域行政の先進事例を広域自治体が関わっ

ている 4例について以下に紹介します。
①奈良モデル
荒井知事(2007 年～ 2023年)により、奈良県が

主導して、市町村サミットやテーマ別懇談会等を頻
繁に実施して広域連携の機運を段階的に醸成して
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図-1 定住自立圏・連携中枢都市圏の形成状況
(道庁 HPより)

図-2 広域連携加速化事業の実施状況
(道庁 HPより)



いった例で、全国でも特異な事例として取り上げら
れることが多いです。
○奈良モデルの 4類型と取組例
a．市町村間の広域連携を県が人的・財政的支援
を行う。

・取組例
消防の広域化
市町村税の徴税強化
ニーズに応じた交通サービス
ごみ処理広域化

b．県も市町村と同様の事業を行い、県も主体と
して参加し事業実施を行う。

・取組例
広域医療提供体制の再構築
県営水道を中心とした広域連携

c．県が市町村の事務を代わって行う。
・取組例
道路長寿命化点検等の代行
県職員派遣による徴税強化

d．県が各市町村の業務を支援する。
・取組例
簡易水道事業の技術支援
まちづくりに関する連携・協働
地域包括ケアシステムの構築

②静岡県賀茂地区における広域連携
・賀茂振興局の設置、担当副知事の設置
・消費生活センターの共同設置
・徴税事務の共同処理
・監査事務のマニュアル化、連絡会議設置
・災害復旧支援隊派遣要領の策定
・地籍調査共同実施の基本協定締結
・技術的・専門的知識を要する事務の共同処理
マニュアルの策定

・水道事業の管理運営に関する、経営戦略・水道
ビジョンの共通仕様書を策定

③香川県広域水道企業団
香川県と県内 16 市町(全市町数 17)で用水供給

事業と末端給水事業を統合し企業団を設立。
平成 30年度から事業を開始し、県内 1水道を実

現した。

※企業団に参加していない 1 町は岡山県側から
送水を受けているため参加しなかった。

④秋田県の流域下水道を核とした施設の共同化
下水道、集落排水、浄化槽、し尿処理の各自治体

の担当者で「秋田県生活排水処理事業連絡協議会」を
立ち上げ、以下の共同処理を協議
・単独公共下水道・集落排水施設を流域下水道に
編入(対象は流域構成団体)

・し尿及び浄化槽汚泥の下水道管投入
・汚泥(下水道、し尿、浄化槽)を集約処理し資源
化

・管路施設の維持管理業務(カメラ調査・マンホー
ルポンプ点検)を包括委託

(5) 北海道における広域行政のありかた
これからの北海道が抱える多種多様な課題とそれ

に伴う、地域行政における持続可能な手段としてし
ての広域的な連携について以下に検討しました。
①広域連携の形態
・市町村間の連携
・道と市町村との連携
・道による補完・支援

②広域連携に求められる事業の例
a．インフラ関連事業や行政マネジメント事業
・水道事業・簡易水道事業
・下水道事業
・廃棄物処理・し尿処理
・消防
・斎場
・道路(橋梁、隧道)の維持管理、除雪
・地域公共交通サービスの運営
・市町村職員の共同採用・共同研修
b．上記以外で必要となると考えられる事業
・災害対策体制等の危機管理の連携
・公共施設の連携利用
・病院の連携及び広域救急体制
・介護サービス等の運営連携
・子育て支援及び子育て施設の連携
・学校教育及び学校施設の連携
・定型的な行政事務(内部事務処理)の連携
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3．質疑と意見概要
(1) 質疑
Q1：一部事務組合とした事務は、自治体での窓口

はなくなるのでしょうか。
A1：営業窓口を配置した事例はある。
Q2：市町村議会はどう受け止めているのでしょう

か。
A2：各自治体議会から選ばれて組合議会が構成され

ているので、大きな問題は無いが、料金に限っ
て各自治体で議論したいとの希望はあった。

Q3：スタート時の供用済年数の差異による構成団
体負担の公平性はどのように対応したのか。

A3：ケースバイケースだが、これまでは施設の新設
事例が多かったので、直面していない。

(2) 意見概要
参加者からの主な意見は次のとおりであった。

○ 構成団体間での情報共有が重要
○ 人口増減に伴う圏域の見直し等が懸念
○ 広域化を進めた先の最終形として、基礎自治体

の担うべき業務は何が残るか
○ 30 年後に本道の各地域が経済的に自立してい
るために、行政はいかにあるべきか、検討すべき

○ 人口が減ることを自治体はもっと議論すべき
○ 人口 1000人級の自治体は、どういう機能を保

有するべきか、議論が必要
○ 人口が減少し、運営が難しくなった自治体を、

国が直轄で運営できないか
○ 今後は『道路橋の点検』など専門技術領域は、

もっと広域化を進めるべき
○ 自治体議員は削減すべき

○ 外国人定住の施策も議論すべき
○ 定住自立圏の施策を講じて 15年以上経過して

もなお人口は減少しているので、検証すべき
○ 中央省庁の地方分散を積極的に進め、本省職員

の地方派遣も重要
○ 遠距離の自治体が広域化することは、実務的に

難しい面がある
○ 道の先導で、各自治体が選択する流れが良い
○ 市町村は、出来る広域化は取り組み済みだが、

未加入の自治体を取り込むことが課題
○ 発注権限などを残したい自治体が少なくない
○ 流域治水の施策は道が先導すべき
○ 様々な点で、新聞報道されたように「道庁ス

ルー」は常態化している

(3) 終わりに
以上、広域行政の各種制度とその課題、さらに道

外の先進事例を踏まえたうえで、これからの北海道
の広域行政のありかたの検討方向を提起されまし
た。
今後地域主権分科会は、
・基礎自治体の持つべきミニマム
・道庁の役割

にも幅を広げることで、分科会の目標を達成できる
よう、研究を進めたいと考えています。札幌以外の
方の参加も可能としますので、皆様の積極的な参加
をお待ちします。
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写真-2 勉強会質疑状況


